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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月14日(2020.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のコクリエートと、アムホテリシンＢ、５－フルシトシン、フルコナゾール、
ケトコナゾール、ラブコナゾール、アルバコナゾール、イトラコナゾール、ポサコナゾー
ル、イサブコナゾール及び／又はボリコナゾールから選択される治療有効量の少なくとも
２つの抗真菌化合物とを含むコクリエート組成物。
【請求項２】
　前記少なくとも２つの抗真菌化合物がアムホテリシンＢ及び５－フルシトシンである、
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請求項１に記載のコクリエート組成物。
【請求項３】
　前記１つ以上のコクリエートが経口投与又は鼻内投与用に配合されている、請求項１又
は２に記載のコクリエート組成物。
【請求項４】
　前記１つ以上のコクリエートが静脈内投与用に配合されている、請求項１又は２に記載
のコクリエート組成物。
【請求項５】
　前記１つ以上のコクリエートが脊髄内投与用に配合されている、請求項１又は２に記載
のコクリエート組成物。
【請求項６】
　１つの抗真菌化合物だけがコクリエートとして配合されている、請求項１～５のいずれ
か一項に記載のコクリエート組成物。
【請求項７】
　少なくとも２つの抗真菌化合物がコクリエートとして配合されている、請求項１～５の
いずれか一項に記載のコクリエート組成物。
【請求項８】
　前記コクリエートの１つ以上がジオデートコクリエートである、請求項１～７のいずれ
か一項に記載のコクリエート組成物。
【請求項９】
　前記コクリエートの１つ以上が脂質成分を含み、該脂質成分が、約３０重量％～７０重
量％、４０重量％～７０重量％、４０重量％～６０重量％、４５重量％～５５重量％、４
５重量％～６０重量％、又は４５重量％～約５５重量％の範囲の量でダイズホスホチジル
セリンを含む、請求項１～８のいずれか一項に記載のコクリエート組成物。
【請求項１０】
　コクリエートを含む、クリプトコッカス属の一種による感染症を治療又は予防するため
の配合物であって、該コクリエートがアムホテリシンＢを含む、配合物。
【請求項１１】
　少なくとも７日間、少なくとも１４日間、少なくとも２１日間、又は少なくとも２８日
間、毎日投与されることを特徴とする、請求項１０に記載の配合物。
【請求項１２】
　５－フルシトシンが被験体にさらに投与される、請求項１０又は１１に記載の配合物。
【請求項１３】
　前記５－フルシトシンが経口投与される、請求項１２に記載の配合物。
【請求項１４】
　前記５－フルシトシンが、少なくとも７日間、少なくとも１４日間、少なくとも２１日
間、又は少なくとも２８日間、毎日投与される、請求項１２又は１３に記載の配合物。
【請求項１５】
　コクリエート組成物を含む、クリプトコッカス属の一種による感染症を治療又は予防す
るための配合物であって、該コクリエート組成物が少なくとも２つの抗真菌化合物を含み
、該少なくとも２つの抗真菌化合物が、アムホテリシンＢ、５－フルシトシン、フルコナ
ゾール、ケトコナゾール、ラブコナゾール、アルバコナゾール、イトラコナゾール、ポサ
コナゾール、イサブコナゾール及び／又はボリコナゾールから選択され、該少なくとも２
つの抗真菌化合物の少なくとも１つがコクリエートとして配合されている、配合物。
【請求項１６】
　前記感染症が皮膚、肺、前立腺及び／又は中枢神経系を冒すものである、請求項１０～
１５のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項１７】
　前記感染症がクリプトコッカス髄膜脳炎である、請求項１０～１６のいずれか一項に記
載の配合物。
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【請求項１８】
　前記感染症がクリプトコッカス髄膜炎である、請求項１０～１６のいずれか一項に記載
の配合物。
【請求項１９】
　前記クリプトコッカス属の一種がクリプトコッカス・ネオフォルマンスである、請求項
１０～１８のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２０】
　前記クリプトコッカス属の一種がクリプトコッカス・ガッティである、請求項１０～１
８のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２１】
　経口投与、鼻内投与、髄腔内投与又は静脈内投与用である、請求項１５～２０のいずれ
か一項に記載の配合物。
【請求項２２】
　前記少なくとも２つの抗真菌化合物がアムホテリシンＢ及び５－フルシトシンである、
請求項１５～２１のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２３】
　被験体がヒトである、請求項１０～２２のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２４】
　被験体がＨＩＶ／ＡＩＤＳ、リンパ腫、肝硬変を有しているか、又は臓器移植を受けて
いる、請求項１０～２３のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２５】
　前記抗真菌化合物が脳に送達される、請求項１０～２４のいずれか一項に記載の配合物
。
【請求項２６】
　経口投与用であり、前記抗真菌化合物が脳に送達される、請求項１５～２４のいずれか
一項に記載の配合物。
【請求項２７】
　コクリエートを含む、クリプトコッカス属の一種による感染症を治療又は予防するため
の配合物であって、該コクリエートが抗真菌化合物を含み、該抗真菌化合物が、５－フル
シトシン、フルコナゾール、ケトコナゾール、ラブコナゾール、アルバコナゾール、イト
ラコナゾール、ポサコナゾール、イサブコナゾール及び／又はボリコナゾールの少なくと
も１つから選択される、配合物。
【請求項２８】
　クリプトコッカス属の一種による感染症の予防が感染症の再発の予防を含む、請求項１
０～２７のいずれか一項に記載の配合物。
【請求項２９】
　クリプトコッカス属の一種による感染症の予防が哺乳動物又はヒトの処置を含み、前記
哺乳動物又はヒトがクリプトコッカス種抗原に対して陽性である、請求項１０～２８のい
ずれか一項に記載の配合物。
【請求項３０】
　前記抗真菌化合物の少なくとも２つが同じコクリエート内に配合されている、請求項１
５～２９のいずれか一項に記載の配合物。
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